
大多喜町自動車運転免許取得支援事業助成金交付要綱 

令和７年３月２６日 

告示第２２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、普通自動車運転免許（以下「免許」という。）を取得す

る者に対し、その免許の取得を支援することにより、就業の安定や生活にお

ける利便性の向上を図るため、予算の範囲内において、大多喜町補助金等交

付規則（昭和５５年規則第１２号）に定めるもののほか、助成金を交付する

ことに関し必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者（以下「交付対

象者」という。）は、次の各号の全てに該当するものとする。 

（１） 助成金の交付申請時において、町内に居住し、かつ、住民基本台帳

に記載されている者 

（２） 助成金の交付を受けてから３年以上、本町に居住する意思があるこ

と。 

（３） この要綱に基づく助成を受けたことがない者 

（４） 助成金の交付申請時において、交付対象者及び同居している者に本

町から賦課されている町税等の滞納がないこと。 

（５） 大多喜町暴力団排除条例（平成２３年条例第２１号）第２条第３号

に規定する暴力団員等でないこと。 

（交付対象事業） 

第３条 助成金の交付対象となる事業は、大多喜町自動車学校での免許を取得

する事業とする。 

（助成金の金額） 

第４条 助成金の額は、３０，０００円とする。 

（助成金の交付申請） 

第５条 交付対象者は、大多喜町自動車運転免許取得支援事業助成金交付申請

書兼請求書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなけ

ればならない。 



（１） 交付対象者及び同居している者の住民票の写し 

（２） 取得した免許証の写し又は免許を取得したことが分かる書類 

（３） 大多喜町自動車学校での免許取得のための教習に要した経費の領収

書の写し等 

（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 助成金の交付申請は、免許を取得した日から１年以内にしなければならな

い。 

（助成金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を

審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、大多喜町自動

車運転免許取得支援事業助成金交付・不交付決定通知書（別記第２号様式）

により通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の支給を決定したときは、速やかに申請

者に助成金を支給するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第７条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、助成金の交付決定を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（２） 助成金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

（３） その他町長が助成金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた

とき。 

２ 町長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、大多

喜町自動車運転免許取得支援事業助成金交付決定取消通知書（別記第３号様

式）により、交付決定者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第８条 町長は、助成金の交付を受けた者が前条に規定する理由に該当すると

きは、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情と認める場合を除

き、既に交付された助成金の全額又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 



附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行し、同日以後に大多喜町自動車学校

に入校した者を対象とする。 

附 則(令和７年１１月６日告示第８７号) 

この告示は、公示の日から施行する。 


